
問い合わせ先　

役場保険年金課　医療福祉係
☎６８－２２１１

（内線２３７・２３８）

重
度
心
身
障
が
い
者
・
ひ
と
り
親
家
庭
の

医
療
福
祉
費
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
方
へ

～
新
し
い
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給
者
証
の
送
付
に
つ
い
て
～

　

重
度
心
身
障
が
い
者
・
父
子
家
庭
の
父
子
・
母
子
家
庭
の
母
子

と
し
て
医
療
福
祉
費
支
給
制
度
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
方
の
資
格

は
、
毎
年
６
月
末
日
で
更
新
と
な
り
ま
す
。

　

７
月
か
ら
の
資
格
は
、
前
年
の
所
得
状
況
や
世
帯
状
況
を
確
認

後
、
更
新
事
務
を
行
い
、
該
当
・
非
該
当
に
か
か
わ
ら
ず
、
判
定

の
結
果
を
６
月
下
旬
に
通
知
い
た
し
ま
す
。

重度心身障がい者

①身体障害者手帳１・２級、内部障害３級に該当される方
②療育手帳の判定がＡまたはⒶに該当される方
③国民年金等の障害年金が１級に該当している方
④精神障害者保健福祉手帳１級に該当される方など
※ 65 歳以上の方は『後期高齢者医療被保険加入者』に限り

対象となります。
ひとり親家庭の

母子・父子
子が 18 歳になる学年末まで（重度障害の場合および高校
在学の場合は 20 歳まで）

更 新 の 対 象 者

更新の判定結果が該当の方
　7 月 1 日から有効の受給者証を発送
します。また、有効期限が経過した受
給者証は、各自で破棄をお願いします。

 更新の判定結果が非該当の方
　来年の 6 月 30 日まで助成の対象と
なりません。なお、次年度の更新は、
自動的に行います。

窓口で更新手続きが必要な方
①平成 31 年１月１日時点で利根町に、本人もしくは扶養義務者の住民登録がない方。
②本人もしくは扶養義務者の、平成 30 年中の収入申告がお済みでない方。
※①・②に該当する方は、更新の手続きが必要になります。
更新手続きが必要な方には６月中に案内を送付しますので、記載内容をご確認のうえ、
役場保険年金課までお越しください。

▲受給者証

外来・入院自己負担金　送金予定日
振 込 予 定 日　　７月 26 日（金）
送金対象診療月　　２月診療分から４月診療分まで
通 帳 記 帳　　「ジコフタン●●ガツ」

＜償還対象＞
外来自己負担金＝妊産婦・小児・ひとり親家庭の方
入院自己負担金＝年齢が０歳～ 18 歳の方

※ 振り込み予定日前に振込口座・名義等を変更された場合は、振り込み不能となります。
連絡をしていただくとともに、保険年金課へ口座変更届の提出をお願いします。

※ 領収書は、振り込みが確認できるまで、捨てずに保管してください。
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町
で
は
第
１
子
か
ら
支
給
対
象
と
し
た

新
た
な
事
業
へ
の
見
直
し
を
図
る
た
め
、

利
根
町
子
育
て
応
援
手
当
事
業
は
、
令
和

元
年
度
を
も
っ
て
、
新
規
申
請
の
受
け
付

け
を
終
了
い
た
し
ま
す
。

　

新
規
申
請
は
、
令
和
２
年
３
月
31
日

（
火
）
ま
で
に
役
場
子
育
て
支
援
課
で
受

け
付
け
を
し
た
分
ま
で
と
な
り
ま
す
の

で
、
申
請
忘
れ
の
な
い
様
、
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

　

ま
た
、
令
和
元
年
度
ま
で
に
受
給
者
と

し
て
認
定
を
受
け
た
方
に
つ
き
ま
し
て

は
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
に
受
給
期
間
（
15

年
）が
終
了
す
る
ま
で
継
続
い
た
し
ま
す
。

今
後
も
、
毎
年
10
月
に
行
う
現
況
届
の
審

査
後
、支
給
決
定
さ
れ
た
受
給
者
に
対
し
、

手
当
を
支
給
い
た
し
ま
す
。

　

新
事
業
に
つ
き
ま
し
て
は
、
決
定
し
だ

い
、
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。
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２
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職 員 募 集！

令和２年４月１日採用
試 験 概 要

第 １ 次 試 験 日　　９月 22 日 ( 日）

※第２次試験・第３次試験については、
合格者に別途通知

第１次試験会場　　茨城大学 ( 水戸市）

給与（基本給）　　・高校卒 14 万 8,600 円・短大卒 16 万 1,300 円
・大卒 18 万 700 円
※学校卒業後一定の経験年数がある方は、上記金額

（平成 31 年 4 月 1 日現在のものです。）に一定額

が加算されます。（その他各種手当あり）

申 し 込 み 方 法　　６月 27 日 ( 木）から総務課人事給与係で申込書
類の配布をしますので、必要事項を記入のうえ、

ご提出ください。

※郵送請求も可。詳細については、事前にお問

い合わせください。

申し込み期間　　　７月１日（月）～７月 31 日（水）
午前８時 30 分～午後５時 15 分

（土・日曜日、祝日を除く）　

※郵送の場合は７月 31 日（水）必着
※詳しくは、町公式ホームページをご覧ください。

問い合わせ先　役場総務課　人事給与係
☎６８－２２１１( 内線５０４）

募集区分 一般事務

予定人員 若 干 名

※日本の国籍を有しない方、地方
公務員法第 16 条（欠格事項）に該
当する方は受験できません。

受験資格など 平成元年４月２日以降に生まれた
方で、高等学校、短期大学、また
は４年制大学を卒業した方（卒業見
込み者含む）

利 根 町

問い合わせ先　役場保険年金課　国民年金係　☎６８―２２１１（内線２３６）
土浦年金事務所　国民年金課　☎０２９―８２５―１１７０
自動音声に従って【２】を押した後に【２】を押してください。
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国
民
年
金
保
険
料

免
除
・
納
付
猶
予
の
申
請
に
つ
い
て

令和元年度の国民年金保険料免除・納付猶予申請の受け付け

対象期間　令和元年７月分～令和２年６月分まで
　申請ができる過去の期間については、申請書を提出した日から
２年１カ月前までとなります。
　失業などににより保険料を納付することが経済的に困難になったもの
の、申請を忘れていたために未納期間を有している方などは、一度保険
年金課へご相談ください。
※保険料を未納のまま放置すると、延滞金が課されるだけでなく、納付義務

のある方（被保険者本人、連帯して納付する義務を負う配偶者及び世帯主）
の財産が差し押さえになることがあります。

７ 月 １ 日（ 月 ） ～

　

保
険
料
が
納
め
忘
れ
の
状
態
で
、
万
一
、
障

害
や
死
亡
と
い
っ
た
不
慮
の
事
態
が
発
生
す
る

と
、
障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金
が
受
け

ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

経
済
的
な
理
由
な
ど
で
国
民
年
金
保
険
料
を

納
付
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
、
保
険
料

の
納
付
が
免
除
・
猶
予
と
な
る
「
保
険
料
免
除

制
度
」
や
「
納
付
猶
予
制
度
」
が
あ
り
ま
す
の

で
、
保
険
年
金
課
で
お
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
書
は
窓
口
に
備
え
付
け
て
あ
り
ま
す
。

申請方法
●マイナンバーがわかる書類（マイナンバーカード、通知カードなど）　
●窓口に来庁される方の身元確認書類
（運転免許証、住民基本台帳カード、旅券、身体障害者手帳、在留カードなど）

●年金手帳（基礎年金番号がわかる書類）
●印鑑（スタンプ式不可）、
●委任状（本人または世帯主以外の方が手続きする場合）をご持参の上、ご相談ください。
※失業したことなどにより申請を行う場合で、雇用保険の被保険者であった方は、失業した事実が確認できる雇用保険

受給資格者証または雇用保険被保険者離職票などをご持参ください。

制度や申請方法の詳細については、保険年金課または日本年金機構ホームページでご確認ください。
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